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○垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付要綱 

平成７年３月31日告示第11号 

改正 

平成14年11月21日告示第43号 

平成19年３月26日告示第30号 

平成31年３月19日告示第12号 

垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、ごみの減量化及び資源の再利用を図り、生活環境の保全に寄与するため、本

市内において一般家庭生ごみ処理器を購入し設置した市民（以下「設置者」という。）及び廃品

の回収活動等をした市民団体等に対し、市が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交

付について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 廃品 一般家庭で不用になった古紙、空きビンその他市長が適当と認めた物品をいう。 

(２) 廃品の回収活動 廃品の再利用の促進を図る目的で行う活動をいう。 

(３) 回収業者 廃品を回収し、再利用を図る目的で売買する業者で、市長が適当と認めたもの

をいう。 

(４) 市民団体 振興会又は本市に住所を有する者を主な構成員とする婦人会、ＰＴＡ、子供会、

老人クラブ、青年団、スポーツ少年団若しくはこれらに類する団体で、市長が適当と認めたも

のをいう。 

(５) 一般家庭ごみ処理器 一般家庭に発生したごみ等を減量化及びリサイクルする為のものを

いう。 

（団体の登録） 

第３条 廃品の回収活動を実施し、補助金の交付を受けようとする市民団体（以下「実施団体」と

いう。）は、あらかじめ垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付団体登録申請書（様式第１号）に

より市長に申請し、登録しなければならない。 

２ 前項の登録の有効期間は、登録した年の年度末までとする。 

（補助金の額） 
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第４条 補助金は、設置者及び実施団体が、次の表に掲げる事業を実施した場合に交付するものと

し、その額は、当該表に定めるところにより算出して得た額とする。この場合において、当該算

出して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

事業 種類 補助単価 

市民が一般家庭生ごみ処理器を購入し

設置した場合 

家庭用コンポス

ト 

購入に要した経費に２分の１を乗じ

て得た額 

 ただし、2,500円を限度とする。 

実施団体が廃品の回収を実施し、回収業

者に売却した場合 

古紙類 １キログラム当たり ５円 

ただし、１実施団体につき年５万円を限

度とする。 

空きビン １本当たり ５円 

（交付申請） 

第５条 設置者及び実施団体は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市ごみ減量化対策事

業補助金交付申請書（様式第２号及び様式第３号。以下「交付申請書」という。）に市長が必要

と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 申請期限は、設置者は購入日より30日以内とし、実施団体は実施した月の翌月の末日までとす

る。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め

た場合は、垂水市ごみ減量化対策事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、当該申請者

に通知するものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 垂水市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱（平成４年告示第28号）は、廃止する。 

附 則（平成14年11月21日告示第43号） 

この要綱は、平成14年12月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月26日告示第30号） 
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この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月19日告示第12号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 

 


